
阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観 No.43-04

阿蘇市では、北外輪⼭及び中央⽕⼝丘の北斜⾯に⼤規
模な草地が広がり、それぞれ阿蘇⾕の平地へ向けて下る
につれて斜⾯は林地、⼭裾は居住地、平地は耕作地が広
がっています。

平安時代の『延喜式(えんぎしき)』に阿蘇での⾺⽣産を⽰す
「牧」の記述があるように、阿蘇の草地は、千年以上に
わたり、⽜⾺の放牧及び飼料⽤の草を得る場、耕作地に
施す緑肥及びたい肥を供給する場、時には居住地の家屋
の屋根及び⽣活⽤具の材料を供給する場等として継続的
に利⽤されています。草地環境のみで⽣き残るヒゴタ
イ・ヤツシロソウ・ハナシノブ等の⼤陸系遺存植物が⽣
息するネザサ・ススキ群落、シバ群落の草地が広がって
おり、全国的にも貴重な⽣態系が育まれています。

阿蘇神社の⻄⽅に位置する霜神社では、少⼥が⽕焚殿
にこもって焚き⽊を燃やし続けて霜除けの祈願を⾏う⽕
焚き神事が継承されており、阿蘇の気候⾵⼟と⽣活⼜は
⽣業が密接な関係を有してきたことが理解できます。阿
蘇神社参道沿いの商店街では、阿蘇⾕の豊富な湧⽔を活
⽤した商店街整備等の⾃主的な取り組みが継続的に実施
されており、景観保全及び地域活性化が図られています。
阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観は阿蘇の⽂化
的景観を構成する要素として重要です。

（１）概要

⽂化的景観活⽤事例集

所在地：熊本県阿蘇市 選定年⽉⽇：平成29年10⽉13⽇、令和3年3⽉26⽇及び令和5年3⽉20⽇追加・名称変更
⾯ 積：10,821.6 ha 選 定基準：⼀(⼆)

あ そ あ そ きた がい りん ざん か こう きゅう

毎年の春に⾏わる野焼き 外輪⼭や中央⽕⼝丘群に広がる⽇本最⼤の⼆次草原

草原は家畜の餌の重要な供給源 草原に放牧されるあそ⾚⽜



（３） 選定による効果（２）選定範囲

• 「阿蘇の⽂化的景観」保存調査報告書（平成28年3⽉、阿蘇市、
南⼩国町、⼩国町、産⼭村、⾼森町、南阿蘇村、⻄原村）

• 阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観保
存活⽤計画【阿蘇市版】（令和4年8⽉、阿蘇市、南⼩国町、⼩国
町、産⼭村、⾼森町、南阿蘇村、⻄原村）

• ホームページ http://www.asosekaibunkaisan.com/document/

（４）保存活⽤計画などの基礎情報

• 重要な構成要素：31件

⽂化的景観活⽤事例集 令和6年3⽉、阿蘇市作成

阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観（熊本県阿蘇市）No.43-04

重要⽂化的景観の選定範囲

地理院タイル標準地図

（２）選定範囲
「阿蘇の⽂化的景観」は、⽕⼭由来のカルデラ地形の上に、草原や

森林、集落、耕作地（⽔⽥・畑地）で構成される⼟地利⽤ユニットが
連続的し、特徴的な景観を形成しています。

この⼟地利⽤を保護するにあたっては、広⼤な⾯積を誇る草原だけ
でなく、市街地や耕作地における現状変更等に際しても、⽂化的景観
のあり⽅を著しく変化させないことや、価値を阻害しないことに対す
る配慮が求められます。このことから、保存活⽤計画により、⾃然保
護、農業振興、観光推進、教育、地域振興等、⽂化財保護の枠組みを
越えた総合的な取り組みを展開するための基本理念と⽅針を定め、関
係する機関で共有を図っています。

野焼き草原



（５）活⽤事例

事例43-04~10 ① 広⼤な草原の維持のため⾏動する⼈づくり「阿蘇グリーンストック」

●住⺠や団体等による取り組み

阿蘇の草原は、太古から野焼き・採草・放牧と⼈々
の営みによって維持されてきました。しかし近年、⾼
齢化や担い⼿不⾜により、草原の維持が困難となって
きています。

公益財団法⼈阿蘇グリーンストックでは、阿蘇の豊
かな緑を後世へ引き継ぐことを基本理念として様々な
取り組みを⾏っています。美しい阿蘇の草原を後世に
残すための「野焼き⽀援ボランティア」は、講義と実
技を交えた初⼼者研修会を⾏った上で、野焼き前の防
⽕帯作りである輪地(わち)切り・輪地焼きや野焼きなど
へ派遣し、地元の⽅々と連携し草原保全に取り組んで
います。

また多くの⽅々へ阿蘇の草原の美しさや価値を伝え、
⼀緒に守りたいという思いを増すためにパネル展やシ
ンポジウムなど普及・啓発活動にも⼒を⼊れています。

ほかにも阿蘇の草原を⾝近に感じてもらおうと県内
外の学⽣に向けた環境学習やファームステイなど体験
プログラムも実施しています。

今後も多くの⽅に阿蘇の草原について伝え、⼀緒に
考え⾏動できる取り組みを推進していきます。
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⽂化的景観活⽤事例集 令和6年4⽉、熊本県作成

阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観（熊本県阿蘇市） No.43-04

団体等情報： 公益財団法⼈阿蘇グリーンストック https://www.asogreenstock.com/

あか⽜を⾷べながら阿蘇の草原を考える 輪地切りの様⼦

野焼きの様⼦ 講演の様⼦

阿蘇の⽂化的景観 南⼩国町⻄部の草原及び森林景観 （熊本県南⼩国町）No.43-05
阿蘇の⽂化的景観 湧蓋⼭麓の草原景観 （熊本県⼩国町） No.43-06
阿蘇の⽂化的景観 産⼭村の農村景観 （熊本県産⼭村） No.43-07
阿蘇の⽂化的景観 根⼦岳南麓の草原景観 （熊本県⾼森町） No.43-08
阿蘇の⽂化的景観 阿蘇⼭南⻄部の草原及び森林景観 （熊本県南阿蘇村）No.43-09
阿蘇の⽂化的景観 阿蘇外輪⼭⻄部の草原景観 （熊本県⻄原村） No.43-10
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（５）活⽤事例

事例43-04 ② サスティナブルツーリズムで千年の草原を守る

●⾏政と住⺠等の協働による取り組み

阿蘇に広がる草原は⽇本最⼤規模の⾯積を誇りま
す。この草原は「⼆次的⾃然」と呼ばれ、放牧や採
草などで⼈々が千年以上にわたって⾃然と共存し形
成したものです。壮⼤な草原景観は年間1,000万⼈
以上の来訪者を魅了する観光資源ですが、⽜⾺の放
牧のために⼀般の⽴⼊りを禁⽌していました。しか
し、過去100年間で草原の⾯積は半分以下に減少し、
持続可能な保全が困難になっています。

そこで、草原の観光活⽤と保全を両⽴させるため、
草原を管理する牧野組合や観光関係者との協議を経
てガイドラインが定められました。専⾨のガイドに
よる草原への案内や特定のアクティビティに利⽤を
限定し、観光収⼊の⼀部を草原の保全に還元する仕
組みが導⼊されました。これにより、草原のサステ
ナブルな観光活⽤が推進され、次の千年にわたって
草原を守っていく取り組みが始まりました。

 スポーツ⽂化ルーリズムアワード2021スポーツ
ツーリズム賞（スポーツ庁・⽂化庁・観光庁）

 サスティナブルな旅のアワード2023⼤賞（観光
庁）

⽂化的景観活⽤事例集 令和6年3⽉、阿蘇市作成

①
地
域
内
で
の

魅
力
の
共
有

②
活
性
化
の

目
標
の
共
有

③
地
域
外
へ
の

広
報

④
魅
力
を
引
き

出
す
開
発

⑤
財
源
の

確
保
と
運
用

⑥
人
づ
く
り
・

人
育
て団体等情報：

阿蘇カルデラツーリズム推進協議会
https://asocalderatourism.com/

ホーストレッキング 電動アシスト付きマウンテンバイクによる草原ライド

観光関係者の声
アクティビティ体験を通じた収益が草原
保全に活かされることにお客様から「保
存活動に参加できうれしい」とのお声を
いただいています。これまで野焼きの作
業についてボランティアをお願いしてい
ますが、作業への協⼒が困難という⽅に
とっては、アクティビティへの参加が保
全への協⼒になるということでお客様の
プラスαの喜びになります。
このような理解が進むことで保全と観光
の好循環がまわっていくと思います。
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阿蘇カルデラツーリズムホームページより
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阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観（熊本県阿蘇市）No.43-04
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（５）活⽤事例

事例43-04 ③ ⽇本最⼤級の草原の絶景を空撮！ドローン⾶ばし放題で草原を維持する牧野組合に貢献

●住⺠や団体等による取り組み

阿蘇の広⼤な草原は⻑年にわたって地域住⺠の⼿
によって維持管理され、⽜⾺の放牧や餌の供給元、
茅などの資材の供給元の場として農畜産業を中⼼と
した⽣業にとって⽋かせない存在です。しかし、農
業形態や⽣活様式の変化、畜産業の低迷、農業従事
者の減少・⾼齢者化によって広⼤な草原の維持管理
の負担が増え収益確保が課題となっていました。

⼀⽅で国内で普及したドローンユーザーの間では
優れた景観を空撮するというニーズが広がり、阿蘇
の草原も関⼼の的でした。しかし、草原は放牧する
⽜⾺の防疫や希少動植物保護の観点から牧野組合の
管理の下で⼀般の⽴⼊りを禁⽌しており、また航空
法の規制強化もあって気軽にドローン空撮を⾏える
場所がありませんでした。

そこで県内のドローン事業者が草原を管理する牧
野組合と提携し、「ドローン⼿形」として特定の草
原を⾶⾏エリアとして予約制で開放し、空撮や⾶⾏
練習、開発機体の実証実験やドローンレースイベン
トなどの場所として活⽤しています。⼿形の売り上
げの⼀部を牧野組合に還元することで、草原維持の
ための新たな財源確保となっています。

⽂化的景観活⽤事例集 令和6年3⽉、阿蘇市作成
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団体等情報： 株式会社コマンディー、農事組合法⼈⻄⼩園原野組合、⾺場⾖札牧野組合
https://dronetegata.com/

牧野を貸し切って⼤型ドローンの⾶⾏デモイベント ドローン⼿形を利⽤して個⼈でも絶景を空撮

ドローン⼿形ホームページより

阿蘇の⽂化的景観 阿蘇北外輪⼭及び中央⽕⼝丘群の草原景観（熊本県阿蘇市）No.43-04


